
標準データフォーマットを活用した情報提供の仕組みについて
複数事業者の情報を統合して提供するためには、センター機能が必要となります。センター機能とは、

複数の事業者の情報を統合し、インターネットを介して情報を発信する機能です。センター機能を

果たす主体としては、情報プロバイダー、バス事業者、自治体等の公的機関等が想定できます。

情報提供の流れは下図の通りです。個々のバス事業者あるいは鉄道事業者が標準データフォーマ

ットに沿った運行関連情報の作成を行い、これをセンター機能が集約し、利用者へ情報提供を行

います。
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【固定情報】
�社内システム・台帳からの収集
●路線・系統情報
●ダイヤ情報
●乗り場情報
●運賃情報　等

【リアルタイム情報】
�バス車両からの収集
（無線・携帯電話等の活用）
●車両位置
●車両混雑情報　等
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アプリケーションサーバ

インターネットによる情報提供 音声応答、ＦＡＸによる情報提供 バス停等における情報提供

電話

※将来的には利用者が個々の事業者データベースに直接アクセスを行い、センター機能を必要としない検索方法が可能となることも考えられます。

※


